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【開会  午前１０時００分】 
◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、第１０回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様です。 
本日の出席者は５名です。定足数の出席を認めます。よって、平成３０年第１０回八雲

町教育委員会会議を開会いたします。 
本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。  
◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 
本日の会議録署名委員に、藤内智子委員を指名いたします。  

◎日程第２ 議案第１号 
○教育長 日程第２ 議案第１号「平成３１年度から使用する中学校用「特別の教科道徳」
教科用図書及び平成３１年度に使用する小学校用教科用図書の採択について」を議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 議案第１号平成３１年度から使用する中学校用「特別の教科道徳」教科
用図書及び平成３１年度に使用する小学校用教科用図書の採択について説明いたします。

議案書１ページからになります。 
市町村立の小・中学校で使用される教科書の採択の権限は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２１条第６項により、市町村教育委員会にありますが、義務教育諸学校

の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第４項の規定により、採択に当っては「市

町村の区域又はこれらの区域を併せた地域」を採択地域として設けることとなっており、

同条第５項の規定により、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一

の教科書を採択することとされております。 
採択地区は、その域内で同一の教科書を使用することが適当と考えられる地域であり、

都道府県教育委員会が自然的、経済的、文化的条件を考慮して決定することとなっており

ます。 
八雲町は、渡島管内の函館市を除く１市９町で構成する北海道第２教科用図書採択地区

に属しており、構成市町で教育委員会の教育長で組織する「北海道第２地区教科書採択教

育委員会協議会」を設置し、地域内の実態に応じた教科用図書を決定するための協議を本

年５月から行なってまいりました。 
また、協議会は、教科用図書に関する専門的な調査研究を行なわせるため、採択地区内

の市町立学校の校長、教頭、教諭及び学識経験者等からなる「選定委員会」を設置し、６

月から３回の選定作業を行なってまいりました。 
７月２４日に開催された協議会に選定委員会より教科用図書の調査研究作業の経過及び



報告があり、協議会において採択を決定したものであり、決定した各教科用図書及びその

理由は、議案書２ページ及び３ページに記載のとおりであります。 
個々の教科書の採択理由の説明は省略しますが、選定経過を踏まえ、提案のとおり平成

３１年度から使用する中学校用「特別の教科道徳」教科用図書及び平成３１年度に使用す

る小学校用教科用図書の採択について議決くださいますようお願い申し上げ、提案説明と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 
○松永委員 教育長。 
○教育長 松永委員。 
○松永委員 教科書の採択は何年に一度行われるのですか。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 必要の都度行われます。例えば、来年度であれば、平成３２年度から小
学校において新学習指導要領が完全実施となりますので、来年度は３２年度に使用する小

学校の教科書を採択することになります。 
○教育長 今、学校教育課長が説明した通り、来年度は小学校の教科書の全てを選定委員
に調査研究してもらい、新たに採択する事になります。また、平成３１年度につきまして

は、従前の教科書が変わるものでもなく、そのまま使用する事になっております。  特別の教科道徳については、教育出版は、北海道の題材、教材を多く使用しているとい
う事で、選定の大きな理由となっておりました。 
よろしいでしょうか。他にございませんか。  （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。  （「異議なし」という声あり） 
○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。  

◎日程第３ 報告第１号 
○教育長 日程第３ 報告第１号「平成２９年度八雲町教育関係施設の利用状況について」
を議題といたします。事務局の説明を求めます。 
○社会教育課長 教育長。 
○教育長 社会教育課長。 
○社会教育課長 報告第１号平成２９年度八雲町教育関係施設の利用状況について資料に
基づいてご報告いたします。報告につきましては、それぞれ担当係長から報告しますので、

よろしくお願いします。 
○社会教育課長補佐 教育長。 
○教育長 社会教育課長補佐。 
○社会教育課長補佐 報告第１号平成２９年度八雲町教育関係施設の利用状況について報
告します。議案書５ページをお開き下さい。 



最初に八雲町公民館です。５ページをご覧ください。八雲町公民館は前年度より４９０

人増の３万２千９７０人の利用がありました。部屋別利用状況では、ほぼ前年度と同様の

利用人数ですが、展示室の利用が一番多く、ダンスや舞踊などの団体で、ほぼ毎日夜間を

中心に午後など活用されて、前年度より１千１６７人の利用者増となっております。 
６ページをお開きください。八雲町文化祭がシルバープラザで開催されたことにより展

示・展覧会が減少したものの、社会教育関係団体の文化活動が前年度より増となっており

ます。 
続きまして八雲町民センターです。７ページをご覧ください。町民センターは、前年度

より６９２人減の１万８１２人の利用がありました。 
前年度と比較しますと、有料団体・無料団体件数が減少しておりますが、それぞれ利用

していた団体がなくなったことによるものです。無料団体の件数が減少したのにもかかわ

らず、利用人数が前年度より多いのは、２回の選挙により町民センターが投票所となった

ことなどによるものです。 
○社会教育課文化財係長 教育長。 
○教育長 社会教育課文化財係長。 
○社会教育課文化財係長 平成２９年度の郷土資料館及び木彫り熊資料館の入館者数につ
いて報告いたします。議案書８ページをご覧ください。 
平成２９年度の入館者の総数は５千２５名で、昨年度と比較して６３６名の減少になっ

ております。 
入館者の内訳は、地域別では道外の入館者が最も多く２千４４３名で４９パーセントを

占めています。年齢層別では一般の入館者が最も多く４千３４４名で８７パーセントを占

めています。 
郷土資料館では、平成２９年度に企画展として「熊をモチーフにした芸術家柴崎重行の

世界」や「新指定文化財展」、特別展「ユーラップアイヌ椎久コレクション展」などを開催

し、八雲町の歴史や文化財について紹介する展示を行っております。 
続きまして、平成２９年度梅村庭園入園者数について報告いたします。議案書９ページ

をご覧ください。 
平成２９年度の入園者の総数は７千５８５名で、昨年度と比較しますと５２２名の増加

になっております。 
入園者の内訳は、地域別では町内の入園者が最も多く４千３６６名で５７パーセントを

占めています。年齢層別では、一般の入園者が５千１３１名で７２パーセントを占めてい

ます。 
次に梅雲亭の利用者数ですが、平成２９年度は１４件１千８０８名の利用者がありまし

た。昨年は９件１千５８３名の利用者で、比較すると件数で５件、人数で２２５名の増加

でありました。 
○図書館管理係長 教育長。 
○教育長 図書館管理係長。 
○図書館管理係長 図書館 所管関係について説明します。議案書１０ページから１３ペー
ジになります。 
議案書１０ページ、図書資料についての平成２９年度実績統計となります。貸出冊数８

万１千６９７冊、利用者数１万９千４６１人となっており、いずれも前年度比減となって

おりますが、人口減ほか、暴風雪、インフルエンザ等の来館者数にも影響を及ぼす外的要

因も少なからず反映したものと考えております。 
一方、学校・児童団体等への団体貸出しは１万９３７冊で、前年度も含め例年、増数傾



向となっております。また、カード登録者１万２千７６３名は新規登録者による累積増と

なっております。 
蔵書冊数１２万４１０冊につきましては、購入冊数と除籍冊数の相殺結果となりますが 

前年度比増となっております。雑誌冊数につきましても相殺結果としての減、ＡＶ冊数に

ついては累積増となっております。 
資料費 ６３６万６千円につきましては、予算に基づく執行額で、前年度比減となる決算

値であります。 
議案書１１ページから１２ページにつきましては、以上の詳細データとなっております。 
議案書１３ページにつきましては、施設利用の状況となります。貸館等利用件数として

２階集会室は１０７件、１千１１３名の利用で前年度比増、同じく２階視聴覚ホールは１

５８件１千４４３名の利用で前年度比減、１階ホールでの展示利用は１８件で前年度比減、 
八雲高等学校、八雲中学校定期試験前の無料開放等の試みで、増数要因も見込まれますが、 
貸室として利用できるという周知により件数が増える余地がまだあると考えます。以上、

図書館関係についてご報告と致します。 
○体育課管理係長 教育長。 
○教育長 体育課管理係長。 
○体育課管理係長 続いて、体育課所管施設の利用状況について報告いたします。議案書
１４ページをご覧ください。 
体育館所管施設は、総合体育館をはじめ６つの施設を所管しております。運動公園は、

野球場、主にソフトボールでの利用となっている運動広場、クレーコートのテニスコート

３面があり、いずれもナイターを備えた施設です。平成２９年度は八雲中学校と八雲高等

学校での部活の利用やテニス協会での活動が活発で前年度と比べ約１千人の増となってお

ります。しかし平成３０年度より、八雲中学校にテニスコートが出来たため利用減となる

見込みとなっております。 
次に、大新スポーツ公園は、４００メートルトラックの陸上競技場、サッカー・野球・

ソフトボール等、多目的に利用できる多目的広場、全天候型のテニスコート３面がありま

す。平成２８年度と比較し、テニスコートが半分近くともに利用者が減少しておりますが、

八雲高等学校での占用利用が減少したことにより、利用者数が減少しているものと分析し

ております。 
中核施設である総合体育館は、室内競技全般の利用が可能な施設で、年間５万人程度の

利用がある施設ですが、少子化の影響から漸減しております。 
温水プールは、２５メートルメインプールのほか、歩行用プール、水中歩行マシーンで

あるアクアトレーナー２基、採暖室、ジャグジーを備えた施設で、年末から１月末までを

機械メンテナンス期間として閉鎖しております。毎年６月から１０月の期間は、学校水泳

授業の受入も行っており、体育館と同様の理由から漸減してきておりますが、６０歳以上

の高齢者の利用が増えてきております。本年度はアクアトレーナーの整備と高齢者向けア

クアビクス等の教室を増やし、利用者増につなげていければと考えております。昨年度の

温水プール使用料収入は、２６５万２千円となっております。 
スキー場は、ペアリフト１基とスキーヤーのレベルに合わせた３つのコースを備えた施

設で、昨年は７６日間開設することができました。スキー場の利用者は、リフト輸送人員

であり、昨年度は１１万１千９７０人を輸送しております。前年度比で２万人程度の増と



なっており、また、リフト使用料収入は、５３９万５千円で、約１３０万円の増となって

おります。これはピリカスキー場の閉鎖による増や近隣小中学校や東京理科大の授業も増

えている事が原因と分析しております。 
町民の冬期体力づくりの一環として設営している歩くスキー遊楽部コースは、体育館か

らさらんべ公園までの一周約３キロのコースで、体育課が中高齢者向けの健康づくりとし

て推奨している「ノルディックウォーキング」愛好者の利用が増えている状況にあります

が、平成２９年度は、インフルエンザの流行で教室の実施が出来なかったため、減少とな

っております。 
落部多目的グランドは、草刈り等を落部地域住民と協働で管理している施設で、パーク

ゴルフ１８ホールが常設され、野球等のスポーツの利用も可能な施設です。落部スポーツ

クラブや、落部体育振興会等のパークゴルフ大会はほぼ月２回、コースの一般利用は早朝

から夕方まであり、昨年は利用が好調で１万２２２人の利用となっております。 
○熊石教育事務所総務係長 教育長。 
○教育長 熊石教育事務所総務係長。 
○熊石教育事務所総務係長 続きまして、議案書１５ページの平成２９年度ひらたないス
キー場の利用状況です。開設期間は平成３０年１月１８日から平成３０年３月５日までの

４７日間の内、悪天候で一日閉鎖を除き、４６日間の開設期間となりました。１月中旬か

ら３月上旬までの利用者合計は、子ども、大人を合わせて１千４６２人となり、平成２８

年度と比較すると４３１人の増となりました。ただし、平成２８年度は、雨天等の天候に

より開放日数が３０日間と短い期間での開放日数であったため、一見大幅増に思えますが、

平成２７年度の開放日数４５日間の利用人数１千８３４人を参考に比較すると３７２人の

減少であり、さらにその前年の利用人数と比較しても年々スキー場利用者の減少傾向が見

て取れます。冬期間におけるスキー場施設の有効利用と、町民のスノースポーツへの関心

を寄せ、健康や体力向上を図る為にも、例えばスキー教室の開催回数の増加を図る等、何

らかの対策が課題と思います。 
続いて、議案書１６ページの平成２９年度熊石地域の学校開放利用状況ですが、小学校

で２校３種目、熊石中学校で２種目、合計３校５種目、延べ３１２日、３千３９人の利用

実績でございました。平成２８年度実績と比較して８８日間、９７８人増の利用実績でご

ざいましたが、増加の主な理由は、熊石中学校のスポンジテニスの開放日数の減に伴う人

数の減少がありましたが、旧泊川小学校体育館及び熊石小学校体育館における学校開放の

利用日数の増加に伴う人数の増加が主な理由です。また、一般会計歳入での収入状況は、

施設使用料として３万８６０円の決算額で、平成２７年度からほぼ横ばい傾向が続いてお

ります。 
続いて、議案書１７ページの平成２９年度熊石歴史記念館入館者利用状況です。開設は

例年通り４月１日から１０月末日までで、有料１９５人、無料１２３人、合計３１８人で、

平成２８年度比較１６１人の減少でございました。入館料は５万７千５７０円で、前年比

較では３万１千２２０円の入館料の減収が見て取れます。減収の主な理由は、平成２８年

度に旅行会社ツアーでの有料入館者がありましたが、平成２９年度はそのような団体が入



らなかったことが主な理由です。 
以上で、報告第１号、平成２９年度八雲町教育関係施設の利用状況についての報告説明

とさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 
○藤内委員 教育長。 
○教育長 藤内委員。 
○藤内委員 公民館の使用で、有料と無料は分かるのですが、半額減免というにはどのよ
うな使用の場合に半額減免となるのでしょうか。 
○社会教育課長補佐 教育長。 
○教育長 社会教育課長補佐。 
○社会教育課長補佐 八雲町の施設の使用については、それぞれ１００パーセント減免、
５０パーセント減免、０パーセント減免という形に分かれているのですが、その中で、５

０パーセント減免については、団体により、どのような団体が減免となるかという事が決

められています。例えば、１００パーセント減免については、町主催の事業や町内の小中

高生が活動をする場合など１３項目ほどあるのですが、半額減免につきましては、文化活

動や体育活動、社会福祉を目的とした団体の使用などで、公民館であれば、ダンスサーク

ルが展示室を使用しておりますが、その使用料については半額減免となっております。 
○教育長 例えば書道サークルとかが、毎週何曜日にこの部屋を使いますよという場合に
は半額減免となるのですか。 
○社会教育課長補佐 教育長。 
○教育長 社会教育課長補佐。 
○社会教育課長補佐 半額となります。また、公民館については、営利を目的とした事業
等については使用できません。 
○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。  （「なし」という声あり） 
○教育長 無ければ、報告第１号は報告済みといたします。  

◎日程第４ 報告第２号 
○教育長 報告第２号「平成２９年度八雲町立中学校卒業生の進路決定状況について」を
議題といたします。事務局の説明を求めます。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 報告第２号平成２９年度八雲町立中学校卒業生の進路決定状況について 
説明いたします。議案書１８ページからになります。 
まず、八雲高校への進学者について、普通科へは７１名が、総合ビジネス科へは５名、

合計７６名が進学しております。八雲高校への進学率は、５６．７パーセントとなってお

り、昨年度の６５．１パーセントと比較すると８．４パーセントの減となっております。 
国公立の高校へは、３１名が進学しており、私立高校へは、２５名が進学しております。



昨年度は、国公立は、３３名、私立は、１１名でありましたので、私立への進学者が昨年

度の倍以上となっております。 
私立への進学者の増加は、バスケットボールやサッカー、吹奏楽など各種部活動での活

躍により推薦入学をした者が多数いたことがその要因となってございます。 
その他、進学せずに就職した者が１名、未定の者が１名となっております。 
以上、報告第２号平成２９年度八雲町立中学校卒業生の進路決定状況についての説明と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 
○羽田委員 教育長。 
○教育長 羽田委員。 
○羽田委員 今年の熊石地域から八雲高校への進学者数が０人となっていますが、前にも
思ったのですが、例えば熊石中学校と八雲高校との連携といいますか、交流というのはあ

るのか、また、これからそのような事を考えているのかを聞かせていただきたい。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 熊石中学校と八雲高校との連携という事でありますが、熊石中学校で取
り組んでもらっている事としましては、八雲高校の学校だよりを熊石中学校の廊下に掲示

して、八雲高校の実態や取組を生徒や保護者に紹介しているのが一つ、また、八雲高校の

授業参観の際に、中学校の教師が出席をして、高校の授業や生徒の状況を確認していると

いう事がございますし、熊石中学校の授業参観を八雲高校にも案内しております。また、

ピアサポート交流という事で、八雲町内の中学校に、八雲高校の生徒が出向いて、ピアサ

ポート活動を体験してもらい、高校生と中学生とのコミュニケーションを図っているとこ

ろであります。 
○教育長 補足としまして、八雲高校は今まで学校だよりを作っていなかったのですが、
町として八雲高校の生徒へ下宿費や通学費等の補助をしていますよという事をお知らせし

ていきましょうという事で、昨年度の後半から作成して中学校へ配布するようにしていま

す。  また、話題になったのですが、江差高校の授業参観や学校説明会には、熊石中学校の生
徒全員を連れていくのだそうです。ところが、八雲高校の授業参観や学校説明会には、全

員は連れて行かないという事でありまして、江差高校へは町のバスを使用して行っている

という事であり、それはおかしいのではないかという事で、今後、考えていかなければな

らないという事を話されていましたし、八雲高校へこちらから話して、熊石へ出向いて説

明会ですとか、ピアサポート活動も今年は積極的に行っていくという事を確認しておりま

す。しかし、熊石地域の住民に聞きますと、江差が生活圏であり、峠を通らなくてもいい

という事もあり、利便性を優先しているという状況であるようです。  よろしいでしょうか。他にございませんか。  （「なし」という声あり） 
○教育長 無ければ、報告第２号は報告済みといたします。 



◎日程第５ 報告第３号 
○教育長 報告第３号「平成２９年度八雲高等学校卒業生の進路決定状況について」を議
題といたします。事務局の説明を求めます。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 報告第３号平成２９年度八雲高等学校卒業生の進路決定状況について 
説明いたします。議案書２０ページからになります。 
２１ページには、進路の決定状況の集計を、２２ページには進路先の一覧を掲載してご

ざいます。 
２２ページをご覧願います。まず、進学関係ですが、大学については、国立大学の北海

道教育大学岩見沢校へ１名が進学したほか、私立大学に２５名が進学しております。短期

大学には４名、看護学校には５名、専修学校・各種学校には２７名が進学しております。 
下段の就職状況につきまして、公務員は、陸上自衛隊が３名、航空自衛隊、八雲町役場

がそれぞれ１名となっております。民間企業については、記載のとおり２３名となってお

り、合計２８名が就職してございます。 
以上、報告第３号 平成２９年度八雲高等学校卒業生の進路決定状況についての説明と

させていただきます。よろしくお願いいたします。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。  （「なし」という声あり） 
○教育長 無ければ、報告第３号は報告済みといたします。  

◎日程第６ その他 
○教育長 日程第５ その他ですが、事務局から何かありますか。 
○熊石教育事務所総務係長 教育長。 
○教育長 熊石教育事務所総務係長。 
○熊石教育事務所総務係長 熊石地域の小学校及び中学校の統合に伴い、不用となった学
校備品についての役場各課への所管換え、また、住民向けの公売会を予定しておりまして、

期間が、所管換えについては８月２４日までという事で実施し、１０月末までには町民向

けの公売会を実施したいと考えております事をご報告いたします。 
○教育長 他にございませんか。 

（「なし」という声あり）  
◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま
した。これをもちまして、平成３０年第１０回教育委員会会議を閉会いたします。大変お

疲れ様でした。       【閉会  午前１０時４３分】 


